
提
出
先

児
童
課
、
東
部
・
西

部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

※
６
月
12
日
（
土
）
・
13
日

（
日
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後

４
時
ま
で
、
市
役
所
２
階
児
童

課
で
、
現
況
届
の
受
付
の
み
行

い
ま
す
。

※
児
童
手
当
の
対
象
者
の
拡
大

に
つ
い
て
、
改
正
法
案
が
国
会

に
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
立

し
た
場
合
は
、
新
た
に
対
象
に

な
る
方
な
ど
の
手
続
き
に
つ
い

て
、
市
報
で
お
知
ら
せ
す
る
予

定
で
す
。

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
４
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現
在
、
児
童
手
当
（
特
例
給

付
を
含
む
）
、
児
童
育
成
手
当

（
育
成
手
当
、
障
害
手
当
）
、

小
平
市
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
６
月

25
日
（
金
）
ま
で
に
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届

の
提
出
が
な
い
と
、
６
月
以
降

の
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
現

況
届
の
用
紙
は
５
月
下
旬
に
送

付
し
ま
し
た
。

※
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

の
現
況
届
の
提
出
は
８
月
で
す

（
８
月
初
旬
に
通
知
し
ま
す
）。

試
験
日
　
10
月
24
日
（
日
）

受
験
要
項
配
布
　
６
月
14
日

（
月
）
〜
７
月
30
日
（
金
）

介
護
保
険
課
、
東
部
・
西
部
出

張
所
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ

コ
U
ス
名

ヘ
ル
パ
U
２
級
通

信
コ
U
ス

と
　
き

８
月
３
日
（
火
）
〜

12
月
17
日
（
金
）
（
講
義
・
実

習
　
百
30
時
間
）

費
　
用

無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
１
万
円
、
健
康

診
断
料
４
千
円
は
自
己
負
担
。

対
　
象

市
内
在
住
の
60
歳
〜

65
歳
の
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ

る
高
齢
者

定
　
員

20
人

申
込
み

６
月
30
日
（
水
）
ま

Ω
浸
水
ゼ
ロ
・
安
全
・
快
適

下
水
道

東
京
都
下
水
道
局
と
市
で

は
、
浸
水
に
対
す
る
安
全
性
を

高
め
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
を
実
現
す
る
た
め
、
下
水
道

施
設
の
適
切
な
運
転
、
維
持
管

理
に
努
め
、
浸
水
対
策
事
業
を

重
点
施
策
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

雨
の
多
い
６
月
を
「
浸
水
対

策
強
化
月
間
」
と
定
め
、
皆
さ

ん
に
浸
水
対
策
事
業
に
対
す
る

Ω
危
険
物
　
ゆ
る
む
心
の
　
帯

し
め
て

ガ
ソ
リ
ン
・
灯
油
な
ど
の
燃

料
類
を
は
じ
め
、
接
着
剤
、
シ

ン
ナ
U
、
エ
ア
ゾ
U
ル
製
品
な

ど
も
危
険
物
に
該
当
し
ま
す
。

東
京
消
防
庁
管
内
に
お
け
る

平
成
15
年
中
の
危
険
物
施
設
等

の
事
故
は
70
件
で
、
そ
の
う
ち

取
り
扱
い
の
ま
ち
が
い
や
管
理

不
十
分
な
ど
の
人
的
要
因
に
よ

る
も
の
は
39
件
と
、
全
体
の

56
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

危
険
物
の
取
り
扱
い
を
誤
る

と
、
予
想
も
し
な
い
場
所
で
引

火
し
た
り
、
爆
発
し
て
、
多
く

の
生
命
や
財
産
を
一
瞬
に
し
て

失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

危
険
物
の
取
り
扱
い
や
、
保

管
の
際
に
は
、
製
品
な
ど
の
注

意
書
き
を
よ
く
読
み
、
事
故
や

災
害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

小
平
消
防
署
予
防
課

指
導
調
査
係
ò
042
（
３
４
１
）

０
１
１
９

Ω
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
な

ど
と
は

交
通
事
故
や
、
傷
害
事
件
な

ど
、
第
三
者
（
他
人
）
の
行
為

が
原
因
で
負
傷
し
た
り
、
病
気

に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
「
第

三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
な
ど
」

と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
医
療
費

は
、
被
害
者
に
過
失
が
な
い
か

ぎ
り
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が

全
額
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

Ω
国
保
に
届
け
出
を

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
な

ど
の
治
療
に
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
を
使
う
と
き
は
、
必

ず
問
合
せ
先
へ
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
国
保
を
使
う
と
、

本
来
、
第
三
者
（
加
害
者
）
が

負
担
す
べ
き
医
療
費
を
国
保
が

一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か

ら
立
て
替
え
た
分
を
加
害
者
に

請
求
し
ま
す
。

届
け
出
が
な
い
と
、
国
保
で

は
発
見
が
遅
れ
、
加
害
者
に
医

療
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

国
保
の
医
療
費
は
、
加
入
者
の

保
険
税
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
大
切
な
財
源
を
有
効

に
使
う
た
め
に
も
、
必
ず
問
合

せ
先
へ
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

Ω
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
は

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が

交
通
事
故
に
あ
い
、
加
害
者
か

ら
す
ぐ
に
損
害
賠
償
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
は
、
問
合
せ
先
へ

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

届
」
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
保
扱
い
で
治
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の
は
、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

印
鑑
、
交
通
事
故
証
明
書
で

す
。

Ω
示
談
は
慎
重
に

示
談
の
内
容
は
、
国
保
の
収

支
に
影
響
を
与
え
る
ば
か
り
で

な
く
、
被
害
者
へ
の
補
償
に
も

影
響
し
ま
す
の
で
、
示
談
を
結

ぶ
前
に
問
合
せ
先
へ
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

保
険
年
金
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
９

将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障

害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
険
料

を
納
め
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま

国
民
年
金

保

険

料

の

免

除

制

度

せ
ん
。
し
か
し
、
経
済
的
に
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
保
険
料
の
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
制
度
に
は
、
全
額
免
除

と
半
額
免
除
の
２
種
類
が
あ

り
、
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
期

間
は
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
半

額
免
除
を
受
け
た
期
間
の
残
り

の
半
額
の
保
険
料
を
納
め
な
か

っ
た
場
合
は
、
保
険
料
未
納
期

間
と
な
り
、
受
給
資
格
期
間
に

は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
際
の
年
金
額
は
、
全
額

免
除
期
間
は
保
険
料
を
全
額
納

め
た
場
合
の
３
分
の
１
で
、
半

額
免
除
期
間
は
３
分
の
２
で
計

算
し
ま
す
が
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
免
除
を
受
け
た
期
間
の

保
険
料
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と

き
は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

保
険
年
金
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
３
１

児

童

手

当

・

児

童

育

成

手

当

・

小

平

市

心

身

障

害

児

福

祉

手

当

現

況

届

の

提

出

を

現
在
、
心
身
障
害
者
福
祉
手

当
を
受
け
て
い
る
方
に
は
、
５

月
31
日
付
で
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
現
況
届
を
送
付
し
ま
し
た

の
で
、
６
月
30
日
（
水
）
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
現
況
届
は
、
現
在
手
当

を
受
け
て
い
る
方
が
、
引
き
続

き
手
当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う

か
を
決
め
る
大
切
な
も
の
で

す
。
提
出
の
な
い
場
合
、
手
当

の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

障
害
者
福
祉
課
（
健

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

現
況
届
の
提
出
を

康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
U
内
）
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
４
０
、
¿

042
（
３
４
６
）
９
５
４
１

先
の
大
戦
で
戦
地
な
ど
に
派

遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤
務
に
服

さ
れ
た
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護

看
護
婦
お
よ
び
旧
陸
海
軍
従
軍

看
護
婦
の
方
（
慰
労
給
付
金
受

給
者
を
除
く
）
に
、
内
閣
総
理

大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。
な
お
、
請
求
期
限
は
、

平
成
17
年
３
月
31
日
ま
で
で

す
。
本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど

が
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

総
務
省
大
臣
官
房
管

理
室
業
務
担
当
ò
03
（
５
２
５

３
）
５
１
８
２

戦
時
衛
生
勤
務
に

服
さ
れ
た
方
へ

内
閣
総
理
大
臣
名
の

書

状

を

贈

呈

小
平
市
の
人
口
は
、
平
成
７

年
12
月
に
17
万
人
を
超
え
て
か

ら
、
徐
々
に
増
加
し
、
今
年
５

月
つ
い
に
18
万
人
を
超
え
ま
し

た
。

r
市
民
課
s

小

平

市

の

人

口

18
万
人
を
超
え
る

「
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
」
第
22
回
い
号

（
２
百
万
円
）
お
よ
び
「
戦
没
者

の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付

金
」
第
21
回
い
号
（
百
万
円
）
の

請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
方
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
福
祉
計
画
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
３
７

戦

没

者

等

の

妻

・

戦

没

者

の

父

母

等

特

別

給

付

金

の

請
求
は
お
早
め
に

介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験

U
、
都
庁
窓
口
　

申
込
み
　
７
月
５
日（
月
）〜
31

日
（
土
）
に
、
問
合
せ
先
へ
送
付

※
詳
し
く
は
受
験
要
項
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
東
京
都
高
齢
者
研

究
・
福
祉
振
興
財
団
ò
03
（
５

２
０
６
）
８
７
３
５

東
京
都
訪
問
介
護
員

養

成

研

修

２

級

通
信
課
程
受
講
者
募
集

で
（
必
着
）
に
、
往
復
は
が
き

に
コ
U
ス
名
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
生
年
月
日
を
記
入

の
う
え
、
問
合
せ
先
へ
（
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ

¬
東
京
し
ご
と
財
団

（
〒
102
―
０
０
７
２
　
千
代
田

区
飯
田
橋
３
―
10
―
３
）
ò
03

（
５
２
１
１
）
２
３
１
４

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
地
下
８
A
に
あ
る
小
平
雨

水
幹
線
（
小
金
井
街
道
、
花
小

金
井
３
・
４
丁
目
付
近
）
の
工

事
現
場
見
学
会
を
行
い
ま
す
。

と
　
き

６
月
26
日
（
土
）

午
前
10
時
〜
正
午

集
合
場
所

東
久
留
米
市
八
幡

町
３
―
１
―
46

発
進
立
坑

（
前
田
病
院
前
）

※
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
、
靴
な

ど
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
（
ス

カ
U
ト
、
半
ズ
ボ
ン
、
半
そ
で

不
可
）。

※
参
加
賞
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み

６
月
18
日
（
金
）
ま

で
に
、
電
話
で
問
合
せ
先
へ

問
合
せ

東
京
都
下
水
道
局
流

域
下
水
道
本
部
工
事
課
ò
０
４

２
（
５
２
７
）
４
８
３
０
、
下

水
工
事
課
ò
042
（
３
４
６
）
９

５
６
０

雨

水

幹

線

工
事
現
場
見
学
会

危
険
物
安
全
週
間

６

月

６

日

〜

12

日

ご

存

じ

で

す

か

自

転

車

の

正

し

い

乗

り

方

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
合
せ

小
平
警
察
署
交
通
課

ò
042
（
３
４
３
）
０
１
１
０
、

交
通
安
全
課
ò
042
（
３
４
６
）

９
５
４
９

自
転
車
の
交
通
事
故
が
増
え

て
い
ま
す
。

原
因
は
、
交
通
ル
U
ル
の
無

視
と
マ
ナ
U
の
欠
如
で
す
。
交

通
事
故
を
な
く
す
た
め
に
は
、

ひ
と
り
ひ
と
り
が
交
通
ル
U
ル

を
守
り
、
お
互
い
に
優
し
さ
と

思
い
や
り
の
心
を
持
っ
て
行
動

採
用
予
定
人
数

２
人

応
募
資
格

昭
和
13
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
、
保
健
師

の
資
格
を
有
す
る
方

主
な
勤
務
内
容

乳
幼
児
健
康

診
査
・
健
康
教
室
・
健
康
相

談
・
地
区
活
動
業
務
な
ど
　
週

４
日
勤
務

※
勤
務
時
間
な
ど
、
詳
細
は
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類

①
採
用
申
込
書

（
縦
４
B
A
×
横
３
B
A
の
写

真
を
は
っ
た
も
の
）

②
受
験

票
　
③
返
信
用
封
筒
（
本
人
の

あ
て
先
を
記
載
、
80
円
切
手
を

は
っ
た
も
の
）

④
資
格
を
証

明
す
る
書
類
の
写
し

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布

職
員
課
人
事
係
（
市
役
所
３

階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所

８
月
か
ら
働
け
る
方

健

康

課

保

健

師

嘱

託

職

員

募

集

※
小
平
市
ホ
U
ム
ペ
U
ジ
か
ら

募
集
要
項
・
申
込
書
類
を
ダ
ウ

ン
ロ
U
ド
で
き
ま
す
。

申
込
み

６
月
18
日
（
金
）
ま

で
に
、
申
込
書
類
を
職
員
課
人

事
係
へ
持
参

※
平
成
13
年
度
に
嘱
託
職
員
と

し
て
採
用
さ
れ
、
平
成
15
年
度

に
退
職
さ
れ
た
方
は
、
応
募
で

き
ま
せ
ん
。

問
合
せ

職
員
課
人
事
係
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
１
４

夏

休

み

臨

時

職

員

募

集

Ω
学
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
の
補
助

者
・
児
童
の
介
助
者

職
務
内
容

市
立
小
学
校
に
併

設
し
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の

小
学
校
低
学
年
児
童
の
保
育

応
募
資
格

18
歳
以
上
の
健
康

な
方
お
よ
び
障
害
児
な
ど
に
理

解
の
あ
る
方（
高
校
生
を
除
く
）

勤
務
期
間

７
月
21
日
（
水
）

〜
８
月
31
日
（
火
）

※
原
則
と
し
て
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
。

勤
務
時
間

①
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
１
時
30
分

②
午
後
１
時
〜
６
時

③
午
後
４
時
〜
６
時

募
集
人
数

各
25
人
程
度

※
採
用
者
に
は
、
後
日
、
事
前

説
明
会
を
行
い
ま
す
。

賃
　
金

時
給
８
百
90
円

申
込
み

履
歴
書
（
写
真
を
は

っ
た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ
本

人
が
持
参

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
３

●交差点で大きな車が曲がるとき、
後輪に巻き込まれないようにしま
しょう
車が通り過ぎてから渡るようにし
ましょう

●「自転車通行可」の標識のある歩
道では、歩行者の通行に迷惑にな
らないようにしましょう


